
（理事の職務及び権限）

第１７条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を

　　執行する。

　２　理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職

　　務を執行する。

　３　理事長は、毎会計年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の

　状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第１８条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告

　　を作成する。

　２　監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及

　　び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第１９条  理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のも

　　のに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  ２　理事又は監事は、定款第１５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了

　　又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事

　　としての権利義務を有する。

　３　欠員として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと

　　する。

(役員の解任)

第２０条  理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって

　　解任することができる。

　　（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

　　（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


